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衆
議
院
議
員
秋
葉
賢
也
君
提
出
災
害
廃
棄
物
の
再
生
利
用
の
促
進
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

環
境
省
が
実
施
し
た
産
業
廃
棄
物
不
法
投
棄
等
実
態
調
査
等
に
よ
り
、
同
省
が
現
時
点
で
把
握
し
て
い
る
限
り
で
は
、
細

か
な
木
く
ず
や
建
設
系
廃
木
材
等
の
最
終
処
分
場
以
外
の
場
所
で
の
埋
立
て
等
に
お
い
て
、
汚
水
及
び
硫
化
水
素
ガ
ス
又
は

メ
タ
ン
ガ
ス
（
以
下
「
硫
化
水
素
ガ
ス
等
」
と
い
う
。
）
が
発
生
し
た
事
例
数
は
二
、
硫
化
水
素
ガ
ス
等
が
発
生
し
た
事
例

数
は
三
、
火
災
が
発
生
し
た
事
例
数
は
一
で
あ
る
。
ま
た
、
硫
化
水
素
ガ
ス
等
又
は
火
災
が
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
例

数
は
六
で
あ
る
。

な
お
、
建
設
系
廃
木
材
に
は
、
Ｃ
Ｃ
Ａ
（
ク
ロ
ム
、
銅
及
び
ヒ
素
化
合
物
系
木
材
防
腐
剤
を
い
う
。
）
に
よ
り
防
腐
処
理

さ
れ
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
有
害
物
質
に
よ
り
土
壌
、
地
下
水
等
の
汚
染
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
も

踏
ま
え
、
「
東
日
本
大
震
災
で
発
生
し
た
倒
木
等
の
自
然
木
・
木
く
ず
等
の
造
成
地
等
に
お
け
る
活
用
に
つ
い
て
」
（
平
成

二
十
四
年
六
月
八
日
付
け
環
境
省
大
臣
官
房
廃
棄
物
・
リ
サ
イ
ク
ル
対
策
部
廃
棄
物
対
策
課
及
び
産
業
廃
棄
物
課
事
務
連
絡
。

以
下
「
木
く
ず
等
の
活
用
に
つ
い
て
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
細
か
な
木
く
ず
、
建
設
系
廃
木
材
及
び
こ
れ
ら
を
含
む
木

質
系
混
合
物
に
つ
い
て
は
、
最
終
処
分
場
以
外
で
の
埋
立
て
は
認
め
な
い
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

一



二
に
つ
い
て

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
災
害
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
、
環
境
省
が
平
成
二
十
三
年
五
月
十
六
日
に
公
表
し
た
「
東
日

本
大
震
災
に
係
る
災
害
廃
棄
物
の
処
理
指
針
（
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
）
」
（
以
下
「
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
、
再
生
利
用
が
可
能
な
も
の
は
、
極
力
再
生
利
用
す
る
と
の
考
え
方
の
下
、
木
く
ず
に
つ
い
て
は
、
木
質
ボ
ー
ド
、
ボ
イ

ラ
ー
燃
料
等
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
木
く
ず
等
の
活
用
に
つ
い
て
に
お
い
て
、
木
質
系
廃
棄
物
に
つ
い
て
は
チ
ッ
プ
化
し
、
マ
ル
チ
ン
グ
材
と
し
て
造

成
地
等
の
表
面
に
利
用
す
る
な
ど
、
積
極
的
に
有
効
活
用
を
図
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
に
周
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
に
お
い
て
は
、
再
生
利
用
が
可
能
な
も
の
は
極
力
再
生
利
用
す

る
と
の
考
え
方
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
生
じ
た
災
害
廃

棄
物
（
以
下
「
災
害
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
に
含
ま
れ
る
可
燃
物
、
木
く
ず
、
不
燃
物
、
金
属
く
ず
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
く
ず
、

津
波
堆
積
物
等
の
処
理
方
法
を
決
定
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
処
理
方
法
に
応
じ
た
適
切
な
分
別
・
選
別
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

二



環
境
省
と
し
て
は
、
災
害
廃
棄
物
の
分
別
・
選
別
に
必
要
な
費
用
を
国
庫
補
助
の
対
象
と
し
て
い
る
ほ
か
、
岩
手
県
、
宮

城
県
及
び
福
島
県
に
同
省
職
員
等
を
派
遣
し
、
災
害
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
助
言
を
行
う
な
ど
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お

い
て
適
切
な
分
別
・
選
別
が
よ
り
円
滑
に
な
さ
れ
る
よ
う
支
援
し
て
お
り
、
災
害
廃
棄
物
の
処
理
の
促
進
を
図
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
広
域
処
理
計
画
」
及
び
「
場
所
・
状
況
に
応
じ
た
柔
軟
な
運
用
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か

で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
災
害
廃
棄
物
の
広
域
処
理
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
、
被
災
し
た
地
方
公
共
団
体
及
び
災
害

廃
棄
物
を
受
け
入
れ
る
地
方
公
共
団
体
の
双
方
の
意
向
を
十
分
に
踏
ま
え
、
案
件
ご
と
に
調
整
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

三


